
札 幌 市 仙 台 市 さいたま市 千 葉 市 横 浜 市 川 崎 市 相 模 原 市 新 潟 市 静 岡 市 浜 松 市

昭和47年4月1日 平成元年4月1日 平成15年4月1日 平成4年4月1日 昭和31年9月1日 昭和47年4月1日 平成22年4月1日 平成19年4月1日 平成17年4月1日 平成19年4月1日

（人） 1,957,685 1,080,263 1,284,937 973,856 3,728,124 1,496,035 720,986 803,401 699,421 795,322

（ｋ㎡） 1,121 786 217 272 435 144 329 726 1,412 1,558

（区） 10 5 10 6 18 7 3 8 3 7

（千人） 196 216 128 162 207 214 240 101 233 114

（千人）
287

（北区）
309

（青葉区）
184

（南区）
207

（中央区）
347

（港北区）
252

（中原区）
277

（南区）
184

（中央区）
252

（葵区）
237

（中区）

（千人）
116

（清田区）
136

（若林区）
88

（西区）
128

（緑区）
99

（西区）
165

（幸区）
173

（緑区）
46

（南区）
212

（駿河区）
30

（天竜区）

（ｋ㎡） 112 157 22 45 24 21 110 91 471 223

局長級 局長級 局長級 部長級
（中央区：局長級）

局長級 局長級 局長級 部長級
（一般職のトップ）

局長級
部長級

（他政令市の
局長級に準ずる）

予委・決委は全区
長出席、常委に関
係区長が出席する
場合あり

本会議・委員会とも
全区長出席

予委・決委（区審
査）は、全区長が出
席

本会議・委員会とも
関係区長出席

予委・決委・常委に
関係区長が出席す
る場合あり

本会議代表質問に
全区長出席、一般
質問・予委・決委・
常委に関係区長出
席

本会議・委員会とも
関係区長のみ出席

本会議・委員会とも
全区長出席

本会議は全区長出
席
常委は関係区長が
出席する場合あり

本会議・委員会とも
関係区長のみ出席

3,259人 1,431人 1,670人 938人 7,797人 2,370人 324人 2,140人 553人 933人

14％ 10％ 12％ 8％ 18％ 13％ 4％ 19％ 6％ 11％

326人 286人 167人 156人 433人 339人 108人 268人 184人 142人

市民部 3課
区民部 5課
市民センター

くらし応援室
区民生活部 5課

地域振興課
市民課

総務部 6課

まちづくり推進部
4課
区民サービス部
2課

区政策課
地域振興課
区民課
まちづくりｾﾝﾀｰ

地域課
区民生活課
総務課

地域総務課
戸籍住民課

区振興課
区民生活課
まちづくり推進課

保健福祉部
4～7課

保健福祉センター
6～7課

健康福祉部 5課
保健福祉センター
4課
保険年金課

福祉保健センター
6課

保健福祉センター
6課
（地域みまもり支援
センター2課相当を
含む）

健康福祉課
保護課

保険年金課
健康支援課
福祉事務所 4課

社会福祉課
長寿保険課
健康づくり課

土木部 1課 建設部 3課 土木事務所
道路公園センター
2課

建設課

産業振興課

○
（移行時～）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

○
（昭和52年～）

○
（平成7年～）

×
（健康福祉局）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

×
（保健福祉局）

○
（平成8年～）

×
（保健福祉局）

△（一部機能を
全区へ移管）

○
（平成6年～）

○
（平成9年～）

×
（健康福祉局）

△（申請窓口機能
を全区へ移管）

×
（保健福祉長寿局）

×
（健康福祉部）

○
（平成9年～）

○
（平成8年～）

○
（移行時～）

○
（平成9年～）

－ － ×
（健康福祉局）

○
（移行時～）

○
（平成28年４月～）

○
（平成22年～）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

×
（建設局）

△（一部機能を
全区へ移管）

○
（平成17年～）

○
（平成15年～）

×
（都市建設局）

△（道路新設工事
業務の一部を
全区へ移管）

×
（建設局）

×
（土木部）

×
（都市局）

○
（移行時～）

×
（建設局）

×
（都市局）

×
（建築局）

×
（まちづくり局）

×
（都市建設局）

×
（建築部）

×
（都市局）

×
（都市整備部）

×
（経済局）

×
（経済局）

－ ×
（経済農政局）

×
（環境創造局）

×
（経済労働局）

×
（環境経済局）

△
（6箇所）

×
（経済局）

×
（産業部）

【管理予算、
  区独自事業】
市民担当部局

【その他】
事業担当部局

【区独自事業】
財政担当部局

【その他】
事業担当部局

【管理予算、
  区独自事業】
財政担当部局

【その他】
事業担当部局

【区自主企画事業】
財政担当部局

【その他】
事業担当部局

【区執行事業】
市民担当部局

【局執行事業】
事業担当部局

【管理予算、
区独自事業】
財政担当部局

【局執行事業】
事業担当部局

財政担当部局 財政担当部局

【区独自事業】
財政担当部局

【局執行事業】
事業担当部局

【管理予算、
  区独自事業】
財政担当部局

【その他】
事業担当部局

未来へつなぐ
笑顔のまちづくり
活動推進事業

①区民協働まち
づくり事業

②地域活性化推
進事業

③地域生活関連
整備事業

区まちづくり推進
事業

区自主企画事業
個性ある区づくり
推進費（自主企
画事業費）

地域課題対応事
業

区政推進事業
特色ある区づくり
予算

①区の魅力づく
り事業

②環境整備事業

①地域力向上事
業

②区大事業（区
独自の特色ある
事業）

409百万円
（1区あたり30～43
百万円）

①96百万円
（1区平均19百万
円）

②32百万円
（1区平均6百万
円）

③112百万円
（1区平均22百万
円）

1,920百万円
（1区平均192百万
円）

60百万円
（1区平均10百万
円）

1,847百万円
（1区平均103百
万円）

488百万円
（1区あたり約70百
万円）

70百万円
（1区あたり20～28
百万円）

240百万円
（1区平均30百万
円）

①36百万円
（1区あたり12百万
円）

②9百万円
（1区あたり3百万
円）

①116百万円
（1区あたり11～31
百万円）

②69百万円
（1区あたり4～25百
万円）

区の事業計画に
合わせて配分

各区が直接財政
担当部局へ予算
要求

各区が直接財政
担当部局へ予算
要求

各区が直接財政
担当部局へ予算
要求

基礎額として18
区一律に配分す
る他地域特性や
税・国保の取組
等に応じて配分

各区一律5百万
円
　　　　　＋
各区が直接財政
担当部局へ予算
要求

一部の予算を除
き、各区が直接
財政担当部局へ
要求

各区20百万円
　　　　　＋
人口面積に応じ
た加算分を上限
に要求
　　　　　＋
区自治協議会提
案予算（各区5百
万円）

①各区が12百万
円を上限に予算
要求

②各区が3百万
円を上限に予算
要求

各区が直接財政
担当部局へ予算
要求

※特に指定のない限り、平成２９年４月１日現在。

区
長
及
び
区
の
組
織
の
状
況

区
　
長

指定都市の区の組織等の状況（札幌市～浜松市）

各
市
・
区
の
基
礎
数
値

指 定 都 市
移 行 年 月 日

推 計 人 口

市 域 面 積
[ 平 成 28 年
10 月 現 在 ]

区 数

１ 区 の
平 均 人 口

最大区人口
（ 区 名 ）

最小区人口
（ 区 名 ）

１ 区 の
平 均 面 積
[ 平 成 28 年
10 月 現 在 ]

職 階 位
( 本 庁 ● ● 級 )

市 議 会 へ
の 出 席

職
員
数

区 役 所
職 員 数

区
の
予
算
の
状
況

予 算 要 求 先

区
に
お
け
る
自
主
事
業
予
算

事 業 名

平成２９年度
予 算 額

配 分 方 法等

市 民 分 野

全 職 員 に 占
め る 区 役 所
職 員 の 割 合

１ 区 の
平 均 職 員数

標
準
的
な
区
役
所
の
組
織

保 健 福 祉
分 野

土 木 ・ 建 築
分 野

産 業 分 野

保 健
セ ン タ ー

※
区
役
所
組
織
へ
の
編
入
状
況

福 祉
事 務 所

保 健 所

土 木
事 務 所

建 築 課

農 政
事 務 所

※凡例　：　当該組織を全ての区に編入しているもの→「○（編入年）」、　一部の区に編入しているもの→「△（箇所数）」、　本庁が直接管理しているもの→「×（所管部局名）」　



名 古 屋 市 京 都 市 大　阪　市 堺 市 神 戸 市 岡 山 市 広 島 市 北 九 州 市 福 岡 市 熊 本 市

昭和31年9月1日 昭和31年9月1日 昭和31年9月1日 平成18年4月1日 昭和31年9月1日 平成21年4月1日 昭和55年4月1日 昭和38年4月1日 昭和47年4月1日 平成24年4月1日

（人） 2,303,070 1,469,360 2,704,557 835,467 1,530,858 720,078 1,196,456 950,429 1,557,669 737,812

（ｋ㎡） 326 828 225 150 557 790 907 492 343 390

（区） 16 11 24 7 9 4 8 7 7 5

（千人） 144 134 113 119 170 180 150 136 223 148

（千人）
243

（緑区）
278

（伏見区）
195

（平野区）
159

（北区）
244

（西区）
310

（北区）
244

（安佐南区）
254

（八幡西区）
312

（東区）
190

（東区）

（千人）
66

（熱田区）
38

（東山区）
64

（大正区）
39

（美原区）
97

（長田区）
95

（東区）
79

（安芸区）
58

（戸畑区）
131

（城南区）
92

（西区）

（ｋ㎡） 20 75 9 21 61 197 113 70 49 78

局長級 局長級

本庁局長より上
位で一般職の

トップ
（指定職）

局長級 局長級 局長級 局長級 局長級 局長級 局長級

－
通常は出席なし、要
請により出席

　本会議は区長会
議の代表者（正副
会長）３区長が出
席。代表質問、一般
質問で答弁を求め
られた区長は出席
する。
　委員会は委員から
出席要請があった
場合に当該区長が
出席。また、区長と
して説明（陳情の見
解表明を含む）があ
る場合は出席。

本会議は関係区長
のみ出席、委員会
は全区長出席

予委・決委・常委に
当番区長出席

－ － －
当初議会の代表質
疑のみ全区長出席

本会議及び常任委
員会に全区長出席

3,356人 2,077人 4,814人 923人 1,838人 520人 1,810人 1,649人 2,550人 949人

10％ 12% 12％ 10% 9％ 6％ 12％ 13％ 15％ 9％

210人 188人 201人 132人 204人 130人 226人 236人 364人 190人

区政部 2課2室
地域力推進室
区民部 1課

総務課
市民協働課
窓口サービス課

企画総務課
自治推進課
市民課

総務部　４課
（総務課、まちづくり
課、市民課、保険年
金医療課）

総務・地域振興課
市民保険年金課

市民部 4課
会計課

総務企画課
ｺﾐｭﾆﾃｨ支援課
市民課

総務部 4課
市民部 4課

総務企画課
区民課

区民福祉部 3課
保健所 2課1係

福祉部 4課（ただ
し，北・上・中・東山・
西京区役所及び洛
西・深草支所におい
ては３課）
保健部 2課
(支所においては１
室 )

保健福祉課
保険年金課
保健福祉総合セン
ター　4課

保健福祉部 3課
（福祉事務所）
・健康福祉
・こども家庭支援
・保護

厚生部 3課
福祉事務所 4課
国保年金課

保健福祉センター
6課

保健福祉部　３課
（福祉事務所）

地域整備課
建設部3課
又は
農林建設部4課

まちづくり整備課 地域整備部 3課

農林水産振興課

○
（平成3年～）

○
（平成9年～）

○
（昭和39年～）

○
（移行時～）

○
（平成8年～）

×
（保健福祉局）

○
（移行時～）

○
（平成6年～）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

○
（平成12年～）

×
（保健福祉局）

×
（健康局）

×
（健康福祉局）

×
（保健福祉局）

×
（保健福祉局）

×
（健康福祉局）

×
（保健福祉局）

○
（平成9年～）

×
（健康福祉局）

－ ○
（平成22年～）

○
（平成14年～）

○
（移行時～）

○
（平成27年～）

×
（保健福祉局）

○
（平成9年～）

○
（平成6年～）

－ ○
（移行時～）

×
（緑政土木局）

×
（建設局）

×
（建設局）

×
（建設局）

×
（建設局）

○
（移行時～）

○
（移行時～）

×
（建設局）

○
（移行時～）

×
（都市建設局）

×
（住宅都市局）

×
（都市計画局）

×
（都市計画局）

×
（建築都市局）

×
（住宅都市局）

×
（都市整備局）

○
（移行時～）

×
（建築都市局）

×
（住宅都市局）

×
（都市建設局）

×
（農業委員会）

×
（産業観光局）

×
（経済戦略局）

×
（産業振興局）

×
（経済観光局）

○
（移行時～）

△
（4箇所）

×
（産業経済局）

×
（農林水産局）

×
（農水局）

①③区役所担当部
局へ予算要望

②事業担当部局へ
区が事業提案

【区民提案・共汗型
まちづくり支援事業
予算】
区役所担当部局

【その他】
事業担当部局

財政担当部局 財政担当部局

【区の個性をのばす
まちづくり事業費】
財政担当部局

【その他】
事業担当部局

財政担当部局 事業担当部局 区役所担当部局 財政担当部局

【区のまちづくり推
進経費】
財政担当部局

【その他】
事業担当部局

①自主的・主体的な
区政運営

②区提案連携事業

③区の特性に応じ
たまちづくり事業

区民提案・共汗型ま
ちづくり支援事業

区の区域内の基礎
自治に関する施策・
事業
※区の区域内の基
礎自治に関する施
策・事業について
は、区役所予算（区
長自由経費）及び局
予算（区CM自由経
費）について、区長
（区CM）が決定権を
有し、区政を総合的
に展開

区域まちづくり事業
区の個性をのばす
まちづくり事業

各区まちづくり推進
事業

①区の魅力と活力
向上推進事業

②区政運営調整費

③まちづくり振興費

区行政推進事業
区役所事業費
（魅力づくり事業等）

まちづくり推進経費

①160百万円
（1区平均10百万
円）

②7百万円

③16百万円

278百万円
（1区平均25百万
円）

25,571百万円
（1区平均1,065百万
円）

※区長自由経費
9,299百万円、
区CM自由経費
16,272百万円

1,139百万円
（1区あたり平均163
百万円）

487百万円
（1区あたり45～64
百万円）

93百万円

①100百万円
（1区平均12.5百万円）

②4百万円
（1区平均0.5百万円）

③1.5百万円
（1区平均0.2百万円）

200百万円
（1区あたり25～34
百万円）

483百万円
（1区平均69百万
円）

100百万円
（１区あたり20百万
円）

①8割は均等割、2
割は人口割で配分

②局で執行

③事業実施区の要
望に基づき配分

約5割は均等配分、
残り約5割は人口配
分

基準財政需要額的
な考え方（人口や道
路面積などの客観
的な指標）にもとづ
き算出し、財源枠と
して配分

各区が直接財政担
当部局へ予算要求

各区からの要求に
基づき配分

各区が直接財政担
当部局へ予算要求

各区からの要求に
基づき配分

確定額を区の規模
に応じて按分し配分

各区が直接財政担
当部局へ予算要求

各区が直接財政担
当部局へ予算要求

※特に指定のない限り、平成２９年４月１日現在。

区
の
予
算
の
状
況

保 健
セ ン タ ー

土 木
事 務 所

建 築 課

農 政
事 務 所

区
長
及
び
区
の
組
織
の
状
況

区
　
長

職 階 位
( 本 庁 ● ● 級 )

市 議 会 へ
の 出 席

職
員
数

区 役 所
職 員 数

全 職 員 に 占
め る 区 役 所
職 員 の 割 合

１ 区 の
平 均 職 員 数

標
準
的
な
区
役
所
の
組
織

市 民 分 野

保 健 福 祉
分 野

※凡例　：　当該組織を全ての区に編入しているもの→「○（編入年）」、　一部の区に編入しているもの→「△（箇所数）」、　本庁が直接管理しているもの→「×（所管部局名）」

予 算 要 求 先

区
に
お
け
る
自
主
事
業
予
算

事 業 名

平成２９年度
予 算 額

配 分 方 法 等

土 木 ・ 建 築
分 野

産 業 分 野

※
区
役
所
組
織
へ
の
編
入
状
況

福 祉
事 務 所

保 健 所

指定都市の区の組織等の状況（名古屋市～熊本市）

各
市
・
区
の
基
礎
数
値

推 計 人 口

市 域 面 積
[ 平 成 28 年
10 月 現 在 ]

１ 区 の
平 均 人 口

最大区人口
（ 区 名 ）

最小区人口
（ 区 名 ）

１ 区 の
平 均 面 積
[ 平 成 28 年
10 月 現 在 ]

指 定 都 市
移 行 年 月 日

区 数



（平成２９年８月１日現在）

札
幌
市

仙
台
市

　
さ
い
た
ま
市

千
葉
市

横
浜
市

川
崎
市

相
模
原
市

新
潟
市

静
岡
市

浜
松
市

名
古
屋
市

京
都
市

大
阪
市

堺
市

神
戸
市

岡
山
市

広
島
市

北
九
州
市

福
岡
市

熊
本
市

委任事務の分野 事務の例

総務関係 印鑑証明、身分証明、就学証明等の諸証明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市税の賦課、徴収、督促、滞納処分 ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コミュニティ関係 地縁団体の認可、印鑑登録、証明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市民利用施設の維持管理や使用料徴収 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

災害対策関係 災害時における避難立退勧告指示 ○

水難救護法に基づく水難救護 ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○

国民健康保険関係 国民健康保険被保険者資格 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国民健康保険料賦課徴収 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護保険関係 介護保険被保険者資格 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護保険料賦課徴収 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期高齢者医療保険関係 後期高齢者医療保険諸届に関する事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期高齢者医療保険料賦課徴収 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害者支援関係 特定障害者給付金の事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害者総合支援法の規定による介護給付費等
の支給に関する事務

○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

衛生関係 火葬施設利用許可、埋火葬許可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関する事務 ○ ○ ○ ○

その他 ○

土木・建築関係 道路、河川等の占有許可 ○ ○

屋外広告物許可、申請手数料徴収 ○

その他 ○ ○ ○

※委任事務の例は、各市における委任事務の一部を示しています。
     区によって委任事務の内容は異なります。詳細については各市の事務委任規則等をご確認ください。

区長への事務委任の状況



（平成２９年８月１日現在）

指定都市名 条例名 条例に規定されている分掌事項 具体的な事務の例

札幌市 札幌市区の設置等に関する条例

（１）区のまちづくりに係る総合調整に関する事項
（２）区の住民生活に関する事項
（３）区の道路、公園及び河川の管理及び工事に関する事項
（４）区の社会福祉、子どもの育成及び保健衛生に関する事項

（１）区行政の推進に係る事項の調査、企画及び調整など
（２）住民記録、戸籍、印鑑登録、防犯、区災害対策、住民組織の振興など
（３）道路、公園、河川の維持管理、道路等の除雪の計画及び除雪に係る地域との連携など
（４）地域福祉、区民生委員・児童委員、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、高齢者・障
がい者福祉、介護保険制度、母子保健・地域子育て支援事業、生活保護、国民健康保険、後期高
齢者医療、国民年金など

仙台市 仙台市区の設置等に関する条例

（１）区の事務及び事業の推進に係る総合調整に関する事項
（２）区民生活及び区の地域づくりに関する事項
（３）区の社会福祉及び社会保障に関する事項
（４）区の保健衛生に関する事項
（５）区の緑地及び公園に関する事項
（６）区の道路に関する事項
（７）区の建築に関する事項

（１）区役所内事務の連絡調整等
（２）区民協働まちづくり事業、まちづくり活動助成等
（３）児童手当、生活保護等
（４）予防接種、食品営業の許可及び登録等
（５）公園の新設・維持管理等
（６）道路の新設及び改築・維持修繕等
（７）建築物の敷地と道路の関係の建築許可、建築相談等

さいたま市 さいたま市区の設置等に関する条例
（１）区民の生活に関すること
（２）区民の健康及び福祉に関すること

（１）戸籍の記載及び編製に関することなど
（２）民生委員・児童委員に関することなど

千葉市 千葉市区の設置等に関する条例

（１）区の活性化及び区における課題の解決に関する事項

（２）区民に身近なサービスに関する事項

（１）区民参加行事の実施、地域文化の振興、地域防犯活動の推進、自主防災組織の育成支援及
び地域交通安全対策の実施等
（２）住民異動届及び戸籍届の受理、住民票及び印鑑登録証明等各種証明の交付、国民健康保険
に関する資格得喪・給付、高齢者、障害者及び子どもの福祉に関する各種手当の申請受付・給
付、介護保険の資格得喪・給付、道路の簡易修繕等

横浜市 横浜市区役所事務分掌条例

（１）区の行政運営に係る企画及び総合調整に関する事項
（２）区における地域の振興に関する事項
（３）区における戸籍及び住民基本台帳に関する事項
（４）区における社会福祉、保健及び衛生に関する事項

（５）区における住民の安全に資するまちづくりに関する事項
（６）その他区における住民に身近な行政サービスに関する事項

（１）区の運営方針、地域福祉保健計画など
（２）地域課題解決に向けた総合調整、自治会・町内会に関すること、生涯学習の支援など
（３）転入・転出などの異動届、住民票の写しの発行、婚姻・出生・死亡などの届出など
（４）民生委員・児童委員、食品関係営業許可、高齢者福祉保健サービス、母子健康手帳、生活保
護、国民健康保険・介護保険など
（５）防災に関すること、交通安全運動、道路の舗装・修繕・改良など
（６）自動車仮ナンバー、各種税証明書の申請、公金の収入・支出等の事務など

川崎市
川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、
名称及び所管区域を定める条例

（１）安全で安心なまちづくりに関すること。
（２）地域における保健衛生、社会福祉及び社会保障に関すること。
（３）子ども及び子育ての支援に関すること。
（４）暮らしやすい地域づくりに関すること。
（５）その他区民に身近な行政サービスに関すること。

（１）交通安全対策、り災証明書発行
（２）感染症対策、犬の登録
（３）児童扶養手当
（４）町内会に関すること、区民会議に関すること
（５）住民票の写しの発行

相模原市 相模原市区の設置等に関する条例
（１）区のまちづくりに関すること。
（２）区民生活に関すること。

（１）区ビジョン推進事業、区の魅力づくり事業、地域活性化事業等
（２）戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に関する事務等

新潟市 新潟市区役所事務分掌条例

（１）区政の基本的な計画及び重要施策の企画に関する事項
（２）区自治協議会に関する事項
（３）地域コミュニティの振興に関する事項
（４）文化及びスポーツの振興に関する事項
（５）広報及び広聴に関する事項
（６）住民基本台帳及び戸籍に関する事項
（７）国民健康保険に関する事項
（８）環境衛生及び一般廃棄物に関する事項
（９）社会福祉及び保健に関する事項
（１０）介護保険に関する事項
（１１）産業の振興に関する事項
（１２）観光の振興に関する事項
（１３）都市計画に関する事項
（１４）道路及び公園に関する事項
（１５）防災、防犯及び交通安全に関する事項
（１６）予算その他財務に関する事項

（１）区ビジョンの策定
（２）区自治協議会の運営
（３）地縁団体の認可
（４）文化・スポーツイベントの実施
（５）区だよりの発行
（６）諸証明の交付
（７）国民健康保険料の賦課、徴収
（８）ごみの相談
（９）児童手当の認定・支給
（１０）要介護認定
（１１）商工業の融資制度
（１２）観光資源の管理・支援
（１３）開発行為の許可
（１４）道路の整備及び維持管理
（１５）防災意識の啓発
（１６）区役所の予算及び決算の総括

事務分掌条例制定の状況



（平成２９年８月１日現在）

指定都市名 条例名 条例に規定されている分掌事項 具体的な事務の例

事務分掌条例制定の状況

静岡市 静岡市区の設置等に関する条例

（１）区の市民生活に関する事項
（２）区の社会保障に関する事項
（３）区の社会福祉に関する事項
（４）区の保健衛生に関する事項
（５）区の子どもの育成に関する事項
（６）区の防災に関する事項
（７）市民との協働及び市民参画による区の個性を生かしたまちづくりの
推進に関する事項

（１）市民相談に関すること
（２）国民健康保険に関すること（市長が定めるものを除く。）
（３）高齢者の総合相談に関すること
（４）健康増進法に定める保健指導の実施に関すること
（５）児童手当、児童扶養手当及び子ども手当の支給に関すること
（６）区の防災訓練に関すること
（７）区の魅力づくり事業に関すること

浜松市
浜松市区及び区協議会の
設置等に関する条例

（１）まちづくりに関する事項
（２）社会福祉、社会保障及び保健衛生に関する事項
（３）子どもに関する事項
（４）前３号に掲げるもののほか、区民に身近な行政サービスに関する
事項

（１）地域振興事業
（２）国民健康保険に係る事務
（３）児童手当、児童扶養手当に係る事務
（４）印鑑登録証明

名古屋市
区の設置並びに区の事務所の位置、名称、
所管区域及び事務分掌に関する条例

（１）区政の総合的な企画及び調整を行うことによる総合行政の推進に
関すること。
（２）区の特性に応じたまちづくりに関すること。
（３）区民の生活、福祉及び保健その他区民に身近な行政サービスに関
すること。

（１）区内・局・地域との連絡・調整

（２）歴史・風土などの区の特性に応じたまちづくり
（３）住民基本台帳に関すること、児童及びひとり親家庭等の福祉に関すること等

京都市 京都市区役所事務分掌条例

（１）区民が主体のまちづくりの推進及びその推進に関する総合的な調
整に関すること。
（２）地域コミュニティの活性化、地域の安心かつ安全なまちづくりの推
進及び個性をいかした活力あふれる地域づくりに資する取組の実施に
関すること。
（３）区民のための社会福祉、社会保険及び保健衛生に関すること。
（４）区民に身近な行政サービスの提供に関すること。
（５）区に関する情報の収集及び提供に関すること。
（６）前各号に掲げるもののほか、地方自治法第１５３条第１項の規定に
基づき市長が区長に委任する事務に関すること。

（１）区基本計画、区民のまちづくり活動の支援など

（２）地域振興、市政協力委員、災害対策など

（３）介護保険、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険など
（４）戸籍、住民基本台帳など
（５）広報及び広聴など
（６）行旅病人・行旅死亡人、埋葬許可など

大阪市
区の事務所の名称、位置及び所管区域
並びに事務分掌に関する条例

（１）区における地域づくり及び安全で安心なまちづくりに関する事項
（２）区における社会福祉、社会保障及び保健衛生に関する事項
（３）その他区民に身近な行政サービスに関する事項

（１）地域の振興、地域の防犯対策及び安全対策など
（２）保健福祉に係る総合相談及び地域支援、国民健康保険、母子保健など
（３）統計調査、戸籍及び住民基本台帳など

堺市
堺市区の設置並びに区の事務所の位置、
名称、所管区域及び分掌事務を定める条例

（１）まちづくりに関する事項
（２）区民生活に関する事項
（３）社会福祉に関する事項
（４）医療保険、介護保険及び国民年金に関する事項
（５）保健衛生に関する事項
（６）子育て支援に関する事項
（７）その他区民に身近な行政サービスに関する事項

（１）区民評議会、区教育・健全育成会議に関することなど
（２）住民票の写し等及び印鑑登録証明書の交付に関することなど
（３）生活保護法に基づく給付に関することなど
（４）国民健康保険料の賦課に関することなど
（５）地域住民の健康の保持及び増進に関することなど
（６）育児相談、ひとり親家庭相談及び女性相談に関することなど
（７）市民相談に関することなど

神戸市
神戸市区の事務所の名称、位置及び所管区
域等に関する条例

（１）区の住民生活に関する事項
（２）区の安全で安心なまちづくりに関する事項
（３）区の社会福祉、社会保障及び保健衛生に関する事項
（４）区の子供の育成等に関する事項

（１）諸証明の発行、各種届出、年金・保険関係の業務
（２）防災・地域活性、コミュニティ支援業務
（３）生活保護、衛生監視、障がい者支援など
（４）保育所関係や体育協会など社会教育事務

岡山市
岡山市区の設置並びに区の事務所の位置、
名称及び所管区域並びに任務を定める条例

（１）区民に身近な行政サービスの提供
（２）区の特性をいかした地域の振興
（３）区域内の道路、河川、公園等の整備及び維持管理による生活環境
の向上
（４）区域内における災害への対応

（１）戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に関する事務
（２）まちづくり推進事業関連事務
（３）区域内の生活道路等の整備及び維持管理に関する事務

（４）各区の災害対策本部等に関する事務



（平成２９年８月１日現在）

指定都市名 条例名 条例に規定されている分掌事項 具体的な事務の例

事務分掌条例制定の状況

広島市 広島市区の設置等に関する条例

（１）広報及び広聴に関すること。
（２）まちづくりの推進に関すること。
（３）危機管理に関すること。
（４）国民健康保険及び国民年金に関すること。
（５）社会福祉に関すること。
（６）保健衛生に関すること。
（７）介護保険に関すること。
（８）後期高齢者医療に関すること。
（９）農林業その他産業に関すること。
（１０）建築及び住宅に関すること。
（１１）道路、公園その他施設に関すること。
（１２）その他住民に身近な行政サービスであつて市長が定めるものに
関すること。

（１）広報紙の作成
（２）区の魅力と活力の向上推進
（３）区災害警戒本部・対策本部の運営
（４）国民健康保険の加入・脱退
（５）生活保護の決定・相談・指導
（６）成人と高齢者の健康相談・健康診断
（７）介護保険者証の交付
（８）後期高齢者医療の手続き
（９）農業の技術指導
（１０）市営住宅の入居申込・維持管理
（１１）道路・橋りょうの新設・改良
（１２）印鑑登録・証明

北九州市
区の設置並びに区の事務所の位置、名称、
所管区域及び事務分掌に関する条例

（１）区が主体となって行うまちづくりに関する事項
（２）区におけるコミュニティの活動の支援に関する事項
（３）住民基本台帳及び戸籍に関する事項
（４）区における社会福祉、社会保障及び保健衛生に関する事項
（５）区における道路その他土木に関する事項
（６）区における子ども及び家庭に係る行政サービスに関する事項
（７）その他区における行政サービスに関する事項

（１）区行政推進事業
（２）自治会等の地域コミュニティの支援
（３）住民票の発行
（４）国民健康保険
（５）道路の維持補修
（６）子ども医療
（７）災害対応

福岡市 福岡市区の設置等に関する条例

（１）広報及び広聴に関する事項
（２）税務に関する事項
（３）市民生活に関する事項
（４）スポーツに関する事項
（５）子どもに関する事項
（６）社会福祉に関する事項
（７）社会保障に関する事項
（８）保健衛生に関する事項
（９）環境保全に関する事項
（１０）廃棄物に関する事項
（１１）文化に関する事項
（１２）公園及び緑地に関する事項
（１３）道路に関する事項
（１４）河川に関する事項
（１５）下水道に関する事項

（１）市民相談、広報物の配布等
（２）市税に係る証明及び閲覧等
（３）印鑑の登録及び証明等
（４）市民の体力づくりに関すること等
（５）児童手当の支給等
（６）特別障害者手当の支給等
（７）生活保護に基づく金品の支給等
（８）食品衛生許可等
（９）清掃相談等
（１０）清掃委託業務の検査等
（１１）具体例：市民文化祭の開催等
（１２）公園、緑地の占用許可等
（１３）道路の舗装及び側溝改良等
（１４）河川の維持修繕等
（１５）下水道及び水路の敷地の寄付採納等

熊本市 熊本市区の設置等に関する条例

（１）区のまちづくりに関すること。
（２）区の住民生活に関すること。
（３）区の保健衛生、社会福祉及び社会保障に関すること。
（４）法令等に基づき区において処理することとされる事務に関するこ
と。

（１）地域コミュニティ活動支援等
（２）各種証明、環境衛生関係等
（３）高齢者・障がい者支援、医療、国保・年金、生活保護関係等
（４）選挙事務、教育委員会補助執行等



（平成２９年８月１日現在）

指定都市名

議会における
区を単位として

調査・審査等を行う
仕組みの有無

設置組織の名称
（設置時期）

委員構成（委員数） 任期 所掌事務・権限等 活動状況

札 幌 市 無 － － － －

仙 台 市 無 － － － －

さ い た ま 市 無 － － － －

千 葉 市 無 － － － －

横 浜 市 有
区づくり推進横浜市会議員会議
（平成６年５月２５日）

当該区選出の市会議員（２～８名） 市会議員の任期による

横浜市議会基本条例にて設置を規定

【協議事項】
個性ある区づくり推進費※に関して協議する。また、
区の主要事業（区内において局が行う事業及び区
配事業を含む）に関して必要に応じ協議する。
※区の自主企画事業費等によって構成される予算

・個性ある区づくり推進費の翌年度予算案に関する協議
・個性ある区づくり推進費の当該年度執行計画等に関する協議
・個性ある区づくり推進費の前年度実績と当該年度の執行状況及
び翌年度予算編成の考え方に関する協議
・局が行う事業及び区配事業を含む区の主要事業に関する協議
（適宜）

川 崎 市 無 － － － －

相 模 原 市 無 － － － －

新 潟 市 無 － － － －

静 岡 市 無 － － － －

浜 松 市 無 － － － －

名 古 屋 市 無 － － － －

京 都 市 無 － － － －

大 阪 市 無 － － － －

堺 市 無 － － － －

神 戸 市 無 － － － －

岡 山 市 無 － － － －

広 島 市 無 － － － －

北 九 州 市 無 － － － －

福 岡 市 無 － － － －

熊 本 市 無 － － － －

議会における区を単位として調査・審査等を行う仕組みの設置状況



　　　　　○　総合区を設置している指定都市は無い。（平成２９年８月１日現在）

総合区の設置状況



（平成２８年４月１日～平成２９年７月３１日）

札 幌 市 0 － － － ×

仙 台 市 1 H28.7.20
<1>市長、知事
<4>市議会の代表者（議長）
<7>県議会の代表者（議長）

・会議運営要綱について
・県・市の連携について ○

さ い た ま 市 0 － － － ×

千 葉 市 0 － － － ×

横 浜 市 1 H29.3.30 <1>市長、知事
・ 大都市行政について
・ 県市の協調連携について

○

川 崎 市 0 － － － ○

相 模 原 市 0 － － － ○

H28.7.14
・調整会議の運営方法について
・県と新潟市の課題整理について

H29.3.30
・調整会議の今後の方向性について
・本県の拠点性向上に資する新潟市の都市機能向上に向けた取組について
・２０２０年に向けた文化プログラムの推進について

静 岡 市 0 － － － ×

浜 松 市 0 － － － ×

H28.4.19 <1>市長、知事
・調整会議運営要領について
・県・市の連携事業について
・第２回会議の開催について

H28.8.30

<1>市長、知事
<3>市長が副市長のうちから選任した者
<4>市会が選挙により選出した者で2名以内
<6>知事が副知事のうちから選任した者
<7>県議会が選挙により選出した者で2名以内

・県・市の連携事業について

京 都 市 1 H28.9.8

<1>市長、知事
<3>副市長、総合企画局長
<5>京都府教育長
<6>副知事、総務部長、政策企画部長
<9>京都市教育長

・調整会議の運営方法について
・文化庁の全面的移転に向けた連携
・府市施設の連携強化
・災害対策
・次世代育成
・産業、観光施策の連携強化

×

H28.4.19

<1>市長、知事
<3>副市長、副首都推進局長、副首都推進局理事、その他関係部局の職員
<6>副知事、副首都推進局長（再掲）、副首都推進局理事（再掲）、その他関係部局
の職員
<8>学識経験を有する者

・大阪府立大学・大阪市立大学統合に向けた検討体制や進め方について
・府立公衆衛生研究所・市立環境科学研究所統合に向けた検討体制や進め方について

H28.7.22

<1>市長、知事
<3>副市長、副首都推進局長、副首都推進局理事、その他関係部局の職員
<6>副知事、副首都推進局長（再掲）、副首都推進局理事（再掲）、その他関係部局
の職員

・大阪における新たな大都市制度（総合区制度・特別区制度）について

H28.8.22
・大阪府立大学・大阪市立大学の統合に向けた検討状況について
・府立産業技術総合研究所・市立工業研究所の統合に向けた検討状況について
・府立公衆衛生研究所・市立環境科学研究所の統合に向けた検討状況について

H28.12.27
・主な府市連携課題の検討状況について
・副知事・副市長会議の設置について

H29.1.31

・IR推進会議について
・2025日本万国博覧会開催に向けた府市の取組について
・国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス）の誘致について
・総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会の報告
・A項目及びB項目以外の事務事業の取組みについて

H29.6.20
・府市連携課題の進捗状況について
・副首都実現に向けた都市機能の強化について

堺 市 0 － － － ○

指定都市都道府県調整会議の開催状況

指定都市名 回数
開催

年月日

構成員

※<>内数字は下記参照
開催テーマ

法第252条の21の2第
7項の規定に基づき定

めたもの

新 潟 市 2
<1>市長、知事
<3>副市長、地域・魅力創造部長
<6>副知事、知事政策局長
<8>学識経験を有する者

○

名 古 屋 市 2 ○

大 阪 市 6 ○

<1>市長、知事
<3>副市長、副首都推進局長、副首都推進局理事、その他関係部局の職員
<6>副知事、副首都推進局長（再掲）、副首都推進局理事（再掲）、その他関係部局
の職員
<8>学識経験を有する者



（平成２８年４月１日～平成２９年７月３１日）

指定都市都道府県調整会議の開催状況

指定都市名 回数
開催

年月日

構成員

※<>内数字は下記参照
開催テーマ

法第252条の21の2第
7項の規定に基づき定

めたもの

神 戸 市 1 H28.12.1

<1>市長、知事
<3>副市長、企画調整局長、行財政局長
<4>市会の代表者 2名以内
<6>副知事、企画県民部長、神戸県民センター長
<7>県議会の代表者 2名以内

・都市の魅力づくり
・インバウンド拡大に向けた取組
・中小企業支援における連携強化
・県営住宅と市営住宅の連携強化

○

岡 山 市 1 H28.11.14 <1>市長、知事

・空港南産業団地の分譲に向けた企業誘致活動
・空路利用の促進
・日本遺産の申請
・「春の烏城灯源郷」と「春の幻想庭園」の開催
・道路交通基盤整備の推進
・中国横断自動車道岡山米子線の暫定２車線区間の４車線化
・女性の活躍推進
・教育分野での連携強化

×

H28.6.1

・オバマ米国大統領広島訪問に係る今後の取組について
・伊勢志摩サミット・広島外相会合を契機とした広島県と三重県高校生の交流について
・土砂災害に強いまちづくりに向けた連携について
・広島港港湾計画の改訂について
・福祉医療費公費負担事業について
・地域密着型特別養護老人ホームの整備に伴う県補助金の交付について
・指定都市都道府県調整会議の運営について

H29.2.8

・広島都市圏の活性化について
・浅野氏入城４００年に向けた取組について
・医療・保育・介護人材の育成について
・「山・海・島」体験活動について
・全国都市緑化フェアの開催に向けて

北 九 州 市 0 － － － ×

福 岡 市 0 － － － ×

熊 本 市 1 H29.5.29

<1>市長、知事
<3>副市長
<4>市議会の代表者（議長）
<6>副知事
<7>県議会の代表者（議長）

・被災者の住まいの確保について
・文化・芸術にかかる行政の連携について ○

※構成員欄の<>内数字は次のことを表している。
   　<1>：指定都市の市長又は包括都道府県の知事（地方自治法第252条の21の2第2項第1号、第2号）

　　<2>：指定都市の市長以外の執行機関の委員長等（同条第3項第1号）
　　<3>：指定都市の市長の補助機関である職員（同条第3項第2号）
　　<4>：指定都市の議会の議員（同条第3項第3号）
　　<5>：包括都道府県の知事以外の執行機関の委員長等（同条第3項第4号）　
　　<6>：包括都道府県の知事の補助機関である職員（同条第3項第5号）

 　　<7>：包括都道府県の議会の議員（同条第3項第6号）
 　　<8>：学識経験を有する者（同条第3項第7号）

　　<9>：指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について協議を行う場合に、構成員として加えるものとされている当該執行機関の委員長等（同条第4項）

広 島 市 2 <1>市長、知事 ○
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